
                                     

学内におけるハラスメントの防止等に関する組織及び手続等の流れ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育研究評議会 

 

学  長 

ハラスメント対策委員会 

   ⑤調査部会の立ち上げの審議 

   ⑨ハラスメントの認定 

 

ハラスメント調査部会 

ハラスメント相談員 

学生総合支援センター長、 

体育･保健センター長、 

学長が指名する者、 

学長が必要と認めた学外の者、 

事務局次長、学生支援課長 

 

学生の相談者 

⑪処分・改善等に

ついて付議 

⑫処分･改善等の決定 
⑩報告 

⑥必要に応じて調査指示 

⑧調査報告 

⑦調査実施 

① 苦情の申出 

及び相談 

⑭処分･改善等の通知 

学生総合支援センター、 

体育･保健センター、クラス担当教員、 

指導教員、アドバイザー教員 

指導･助言等 

による解決 

総括相談員（学生総合支援センター長、事務局次長） 

②報告 ③助言･対応･ 

委員会報告の同意 

教員の場合 

 

懲戒審査会 

教員以外の職員の場合 

⑫処分･改善等の決定 

⑪処分・改善等に

ついて付議 

 

加害者とされる者 

⑦調査実施 

 

教職員の相談者 

委 員 長 

④協議･報告･審議依頼 

⑬処分等の通知 

指導･助言等 

による解決 

対応依頼 

非違行為が懲戒事由に該当すると思料するとき 

必要に応じて 

助言・対応 



                                     

学内におけるハラスメントの防止等に関する組織及び手続等の流れ図（再審議手続きの流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育研究評議会 

 

 

学  長 

 

ハラスメント対策委員会 

   ④異議申立てについて審議 

  ⑧ハラスメントの認定 

 

ハラスメント調査部会 

 

学生の相談者 

⑩処分・改善等に

ついて付議 

⑪処分･改善等の決定 

③再審議指示 

⑤必要に応じて再調査指示 

⑦調査報告 

⑥再調査実施 

⑫異議申立結果通知 

教員の場合 

 

懲戒審査会 

教員以外の職員の場合 

⑪処分･改善等の決定 

⑩処分・改善等

について付議 

 

 

加害者とされる者 

⑥再調査実施 

 

教職員の相談者 

委 員 長 

⑫異議申立結果通知 

非違行為が懲戒事由に該当すると思料するとき 

①異議申立て 

⑨報告 

②異議申立て 


